
22町 子子家第 3397号
2022年 12月 28日

町田市情報公開 。個人情報保護
ィ運営審議会会長 川 野 秀 之 様

丈

個人情報保護条例の規定に基づ く諮問について

個人情報保護条例の規定に基づき、下記のことを諮問いた しますのでご審議のほどよろ

しくお願いいたします。

町 田 市 長

石  阪

記

1 「町田市子育て支援ネッ トフエク」業務における個人情報業務登録票、個人情報 目的外

利用登録票、個人情報外部提供埜録票の変更及び 目的外利用、コンピュータ処理等につ

いて         !            ヽ          !
2「ひとり親家庭等子どもの生活・学習支援事業」「びとり親相談」「婦人相談」業務にお
ける個人情報業務登録票の変更にういて

3「育児支援ヘルパー事業」業務における外部委託等について

※変更の理由
①警視庁生活安全部と連携するため

②実態に合わせた修正をおこなうため

「

― 一 一

十

一 一

二

」 |ま 肖
吐 l余 、  

「 イま追カロ

添付書類
・個人情報業務登録票
・個人情報目的外利用登録票
・個人情報外部提供登録票
・個人情報コンピュータ処理等登録票

=個人情報外部委託等登録票

08306
スタンプ



(第 1号様式 1)

個人情報業務登録票 NO。  1 部 課 名 子ども生活部子ども家庭支援センター

業務の名称
町田市子育て支援ネットワーク

管理責任者 子ども生活部子ども家庭支援センター長

2001. 6.11

2006110.16

登録年月 日 2011.12.12
2014.10.20

2018.1.15

2004. 4.12

20071 7. 9

2013.10.21

2016.3.14

2018.9.10

2006.3.13

2011,4.11

2014,4,14

2017.5,15

2022.10.17変更

収 集 の 時 期  □ 定期  ■ 随時 収集の方法 ■ 本人等 ■ 本人等以外  ■ 目的外利用

記録廃棄の時期 5年 ◆ 他の業務からの収集 (目 的外利用 )

業務廃上の時期 部   課   名 業 務 の 名 称

業務の目的

手響も家庭子育て世帯の多様な相談に

応 して個々のニーズに見合 う最適な

を提供す るため、

に関わる各種サ▼ビスを総合的に

し提供する。

い

対象となる個人の範囲

援助及び支援をあ要 とする
の い の

麒
通報者

連絡会委員

講演会講師
里親

財務部市民税課 市・都民税賦課

市民都市民協働推進課 男女平等推進、悩みごと相談

市民都市民課 戸籍

市民部市民課及び各市民セ

ンター 住民基本台帳

地域福祉部生活援護課 生活保護

地域福祉部障がい福祉課 身体障がい児・者記録管理、知的障がい児・

者記録管理、心身障害者福祉手当、特別障

害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手

当 (特例的福祉手当)(重度心身障害者手

当、精神障がい者生活支援

◆ 他機関等からの収集 (本人等以外収集 )

機 関 名 等 業務の名称又は収集内容

小 i中学校

(町 田市立を除く)

児童・生徒の処遇内容

高等学校 生徒の処遇内容

本人等への明示の方法

口頭による。

学童保育クラブ (町田市外) 児童処遇

幼稚園 児童処遇

記録の保管方法
・文書、電子媒体
,キャビネット・書庫に保管

保育園 (町 田市立を除く) 児童処遇

認証保育所 児童処遇

保管上の留意点  .
・キャビネット・書庫に施錠

送迎保育ステーション 児童処遇

社会福祉協議会 本日  記捷

備 考

本人等以外から収集の際、本人等への

通知は省略とします。



(第 1号様式 1)

個人情報業務登録票 NO.2 都 課 名  子ども生活部子ども家庭支援センター

業務の名称

町田市子育て支援ネットワーク
管理責任者  子ども生活部子ども家庭支援センター長

登録年月 日

収 集 の 時 期  □ 定期  ■ 随時 収集の方法 ■ 本人等 ■ 本人等以外  ■ 目的外利用

記録廃棄の時期 ◆ 他の業務からの収集 (目 的外利用)

業務廃止の時期 部   課   名 業 務 の 名 称

業務の目的 いきいき生活部保険年金課 国民健康保険 被保険者資格、国民健康保

険 医療給付

いきいき生活部高齢者福祉瞬果 高齢者在宅サービス

いきいき生活部介護保険課 介護保険給付管理

l呆健F力

~イ

呆健予防課

保健相談、指導、妊産婦・乳幼児健康診査及

び相談支援、保健師等地区活動、母子訪問

指導    _

子ども生活部子 ども総務課

児童手当、児童育成手当、児童扶養手当、

乳幼児医療費助成、ひとり親家庭等医療費

助成、児童手当 (2012年創設 )

子ども生活部児童青少年課 青少年育成、学童保育、子どもヤンター

子ども生活部保育・幼稚園課
保育給付に係る支給認定及び保育所等入
所  岡下田 市 訳 蔀 イ異苔 Fh‐ 告H店

対象となる個人の範囲 子ども生活部子育て推進課 児童処遇、地域子育て相談センター

子ども生活部

子ども家庭支援センタ■
町田市子ども家庭在宅サービス事業、育児支

展
^ル

パー事業、ひとり親家庭等子どもの

生活・学習支援事業、ひ とり親相談(婦人

相談

◆ 他機関等からの収集 (本人等以外収集 )

機 関 名  等 業務の名称又は収集内容

人王子児童相談所 児童処遇

本人等への明示の方法
各保健所 利用者記録管理

町田市民生・児童委員 福祉相談

記録の保管方法 人権擁護委員 本目  影た

町田地区保護司会 本目  島疑

町田市医師会 医療相談

保管上の留意点
町田市歯科医師会 医療相談

町田市薬剤師会 医療相談

備 考 本人等以外収集の根拠

,□法令 □緊急  □公知  ■その他



(第 1号様式 1)

個人情報業務登録票 NO.3 部 課 名  子ども生活部子ども家庭支援センター

業務の名称

吋田市子育て支援ネットワーク

管理責任者  子ども生活部子ども家庭支援センター長

'登録年月 日

収 集 の 時 期  □ 定期  ■ 随時 収集の方法 ■ 本人等 日 本人等以外  ■ 目的外利用

記録廃棄の時期 ◆ 他の業務からの収集 (目 的外利用)

業務廃止の時期 部   課   名 業 務 の 名 称

業務の目的 子ども生活部

子ども発達支援課

療育・本目談、医療的ケア児・重症心身障

がい児実態把握

下水道部下水道経営総務課 下水道使用料徴収

就学

児童・生徒健康診断

学校教育部学務課

学校教育部保健給食課

学校教育部指導課 学校への指導・助言

学校教育部教育センター
障がい児就学相談、教育相談、スクール

ノーシャルワーク

町田市立小学校

町田市立中学校

生活指導

対象となる個人の範囲 生活指導

生涯学習部生涯学習センタ
学級 。講座

◆ 他機関等からの収集 (本人等以外収集)

機 関 名 等 業務の名称又は収集内容

訪問看護ステーション 訪問看護

本人等への明示の方法
児童養護施設 児童処遇

乳児院 児童処遇

記録の保管方法 特別支援学校 児童 ,生徒の処遇内容

障害児通所支援事業所

里親

障害児通所支援

児童処遇

保管上の留意点
警視庁・警察署

弁護士

相談・保護・犯歴

相 談

備 考 本人等以外収集の根拠
□法令 □緊急  □公知  □その他



(第 1号様式 1)

個人情報業務登録票 NO. 4 部 課 名  子ども生活部子ども家庭支援センター

業務の名称

町田市子育て支援ネットワーク

管理責任者  子ども生活部子ども家庭支援センター長

登録年月日

収 集 の 時 期  □ 定期  ■ 随時 1収集の方法 ■ 本人等 ■ 本人等以外  ■ 目的外利用

記録廃棄の時期 ◆ 他の業務からの収集 (目 的外利用)

業務廃上の時期 部   課   名 業 務 の 名 称

業務の目的 市民病院事務部医事課 医療、医療相談

対象となる個人の範囲

◆ 他機関等からの収集 (本人等以外収集 )

機 関 名 等 業務の名称又は収集内容

東京都 東京都子育て支援員修了者情報

本人等への明示の方法

他市区町村 戸籍

市区町村 (地方公共団体情報
システム機構経由)

個人番号を含む本人確認情報

記録の保管方法

保管上の留意点

備 考 本人等以外収集の根拠
□法令 □緊急  □公知  □その他



(第 1号様式 2)

業務の名称 町田市子育て支援ネッ トワーク

の

部 課 名 子ども生活部子 ども家庭支援ヤンター

個

人

情

報

記

録

項

目

(1) 基本的項 目 (2) 思想・信条等に関する項 目

①
②
③
④
⑤
③
⑦
③
③

⑩
③

⑫
③
⑭
③
③

9

氏名

個人番号

住所   |   ′

′
l生男可

生年月 日

電話番号

本籍

国籍      「

世帯主 との続柄

親族関係

家庭環境等

死亡

異動事 由

筆頭者

住民記録システム注意時報
電子メールア ドレス

住民異動年月 日

☆収集の目的

②は個人番号収集の際の

本人確認に使用する情報

を含む。

囃

③はDV情報含む

③ 主義・主張
2支持政党

③ 宗教

④ 趣味・嗜好
③ 講座の感想

③ 意見
⑦ 進路希望
8

9

10

11

12

13

14

15

☆収集の目的

③③④ は援助及び支援を

必要とする子育て世帯家獲

嵯 およびその世

帯に関係する者より収集。

(3)社 会的地位等に関する項 目 (4)成 績・資格等に関する項目

③ 職業・職歴

② 地位
Э 学歴

④ 各種団体加入

期
③ 加入健康保険

Э 利用施設名

③ 取得医療証

② 保育・幼稚園名

③ 学童保育クラブ名

9学籍
② 通園期間

③ 加入介護保険

☆収集の目的

⑤は援助及び支援を必要
とする子育て世帯家庭つ瑚

勝 およびその世帯に関拝

する者‐ りのみ収集。

1学業成績
2勤務成績
3各種試験成績

④ 各種資格

③ 所見
6

7

8

9

10

11

12

☆収集の目的

紗 琴 冬 僕 嚇 諜 瀞 及

集。

(5)財 産・収入にF美弓する項目 (6)心 身等に関す る項 目

Э 収入状況

② 財産状況

③ 納税額等

④ 取引状況

Э 公的扶助の受給

③ 各種貸付金

Э 住居の間取り。図面

③ 金融機関名

9日座番号

③ 保険給付状況

Э 各種手数料等
② 下水道使用の有無

Э 上下水道料金

⑭ 使用水量

③
′
手当の受給   .

☆収集の目的

|し ′Ц争と業〕チヨ嗜ラ嘉ミ 1浄 譜子 )J99】 う
う

と

`

0

③ 健康状況    `
② 病歴     ｀

③ 障がいの状況

④ 容姿
③ 生育歴

③ 医療機関名

⑦ 健診・検査
‐

③ 行動・性格

⑨ 処遇 :療育内容

③ 相談内容 (所見含む)

③ 病名

⑫ 妊娠     `
⑭ 心身の発達状況

⑭ 保育・処遇状況

④ 教育相談内容

④ 事故 (ケ ガ)の状況

⑦ 日常生活動作
⑬ 死亡の原因

⑩ 要介護認定審査

④ 薬局名

④ 医療給付

,、 ☆収集の目的

集



個i人 情
´
報

'目
的外不U用・外部提供

部 課 名 子ども生活部子ども家庭支援センター

子ども生活都子 ども家庭支援センター

長
管理責任者

登録年月 日
とり親家庭等子どもの生活・学習支援事業

区 分   ■ 目的外利用   匠l 外部提供

業務の名称

利用 i提供の期間

通年

名 称            イ

子ども生活部子 ども家庭支援イ ンター
利用・提供の方法
｀ 1閲 覧

② 文書による通知、複写

③ コンピュータ処理等 (業務システム)

④ その他 (口 頭)

用不可 件

目 |ま しな ヤ用 的 使用外

業務の名称

町田市子育で支援ネットワーク

利

用

・
提

供

先 管理責任者         |
子ども生活部子ども家庭支援センタ▼長

利用・提供の自的又は理由           '
事業の利用者の選考にあたり、支援が必要な児童や家庭を把握し、適正な選考を行うため。

利用・提供の法令等の根拠

児童福祉法第25条 の2第2号
′

!利用・提供に係る個人情報の項目 12職 業 24教育相談内容

1 氏名 13学 籍 25日 常生活動作

2住所 14公 的扶助の受給 26

気
J陛男可 15健 康状況 27

4 生年月 日 16病歴 28

電話番号 17障がいの状況 29

1と 生育歴 30

世帯主との続柄 19行動・性格 31

親族関係 多0処遇・療育内容 32

家庭環境等 21相談内容 (所見含む) 33

10電 子メールア ドレス 22病 名 34

11住民異動年月日 23心 身の発達状況 35



(第 5号様式 )

個 人 情 報     |
目的外利用・外部提供登録票

部 課 名 子ども生活部子ども家庭支援センター

業務の名称

町田市子育て支援ネットワーク

管理責任者 子ども生活部子ども家庭支援センター長

登録年月 日 2022.3,14

利用・提供 の期 間

通 年区 分   ■ 目的外利用 □ 外部提供

不可

用

提

供

先

名 称

子 ども生活部子 ども家庭支援センター

利用・提供の方法
1閲  覧
② 文書による通知、複写

③ コンピュータ処理等 (業務システム)

④ その他 (口 頭 。電話 )

業務の名称

ひ とり親家庭等子 どもの生活・学習支援事業

利用・提供の条件

利用の目的以外は利用しない。管理責任者

子ども生活部子 ども家庭支援センタと長

利用・提供の 目的又は理 由     ,
子育て支援の各種サービスを総合的に調整 し、個々のニーズにあらた適切なサービスを行 うため。

利用 ,提供の法令等の根拠

なし

利用・提供 に係 る個人情報の項 目

1  氏名

16病 歴 32

33

34

85

86

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

17障 がいの状況

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

住所

性男町

18生 育歴

生年月 日

19行 動・性格

20処 遇・療育内容

電話番 号 21相 談内容 (所見含む )

国籍 22病 名

世 帯主 との続柄 23′い身の発達状況

親族関係 24教 育相談内容

家庭環境等 25日 常生活動作

電子 メール ア ドレス 26

27

28

29

30

31

住民異動年月 日

職業

学籍

公的扶助の受給

健康 状況

備  考

目的外利用の際、本人等への通知・同意は省略とします。



(第 5号様式 )

個 人 情 報
目的外利用・外部提供登録票

子 ども生活部子 ども家庭支援センタ
課 名部

子 ども生活部子 ども家庭支援セ ンタ

ー長
管理責任者

登録年月 日

業務の名称

ひ とり親相談

利用・提供の期間

通 年区 分   ■ 目的外利用 □ 外 部提供

名 称

子ども生活部子ども家庭支援ヤンター

利用 。提供の方法

① 閲 覧
② 文書による通知、複写

③ コンピュータ処理等 (業 務シ不テム)

④ その他 (口 頭 )

業務の名称

町田市子育て支援ネットワーク

利

用

・
提
供
先 管理責任者

子ども生活部子ども家庭支援センター長

利用・提供の条件

利用の目的以外は利用しないも

利用・提供の 目的又は理 由

ひ とり親相談対応にあた り、家
I庭

の状況を把握 し、適正な支援を行 うため。

利用・提供の法令等の根拠

; 児童福祉法第25条 の2第 2号

用・提供に係 る個人情報の項 目

1 氏名

16主 義・主張 32利 用施設名

17宗 教 33通 園期間

2住 所 18趣 味 !嗜好 34各 種資格

3 ′
l生 月町 19進 路希望 35所 見

4生 年月 日 20意 見 ・36収 入状況

5,電話番号 21職 業・職歴 37財 産状況

6本 籍 22地 位 38納 税額等

7国 籍 23学 歴 39取 引状況

8世 帯主 との続柄 24各 種団体加入 40公 的扶助 の受給

9親 族関係 25賞罰 41各 種貸付金

10家庭環境等 26学籍 42住 居の間取 り 。図面

11住 民異動年月 日 27探 育・幼稚園名 43金 融機 関名

12異 動事 由 28学 童保育クラブ名 44口 座番号

13電 子 メール ア ドレス 29加 入健康保険 45手 当の受給

14死 亡 30取 得医療証 46保 険給付状況

筆頭者 31・力日入介護保険
15

47各 種手数料等

目的外和j用 の際、本人等への通知・同意は省略 とします。

備  考



(第 5号様式)No2

個 人 情 報
目的外利用・外部提供登録票

部 「果 名
子 ども生活部子 ども家庭支援 セ ンタ

業務の名称

ひとり親相談

管理責任者
子 ども生活部子 ども家庭支援セ ンタ

ー長

登録年月 日

利用・提供の期間

通 年区 分   ■ 目的外利 用 □ 外部提供

不可

用

提

供

先

名 称

子ども生活部子ども家庭支援センター

利用 ,提供の方法
① 閲 覧
② 文書による通知、複写
③ コンピユータ処理等 (業 務シス>ム )

④ その他 (口 頭)    「
業務の名称

町田市子育て支援ネットワーク

利用・提供の条件

利用の目的以外は利用しない。管理責任者

子ども生活部子ども家庭支援センター長

利用・提供の 目的又は理由

利用・提供の法令等の根拠

利用・提供に係 る個人情報の項 目

48下 水道使用の有無

63保 育・処遇状況 79

80

81

82

88

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

64事 故 (1す が)の 状況

49上 下水道料金 65要 介護認定審査

50使 用水 量 66日 常生活動作

51健 康状況 67処 遇・療育内容

52病 歴 o8相 談内容 (所 見含む )

53障 がい状況 69教 育相談内容

卜70死 亡の原因54容 姿

55医 療機 関名 71医 療給付

56薬 局名 72

73

74

75

76

77

78

57健 診・検査

58病 名

59妊 娠

60生 育歴

61心 身の発達状況

62行動・性格

備  考

目的外利用の際、本人等への通知・同意は省略とします。



(第 5号様式 )

個 人 情 報
目的外利用・外部提供登録票

部 課  名
子 ども生活部子 ども家庭支援セ ンタ

業務の名称

町田市子育て支援ネ ッ トワー ク

管理責任者
子 ども生活部子 ども家庭支援セ ンタ

と長

登録年月 日 202o.5,11

利用・提供の期間

通 年区 分  ■ 目的外利用   [三  外部提供

不ll

用

提

供

先

名 称       1
子ども生活部子ども家庭支援センター

利用・提供の方法
1閲 覧
② 文書による通知、複写
③ コンピュータ処理等 (業 務システム)

④ その他 (口 頭・電話)

業務の名称

ひ とり親相談

利用・提供の条件

利用の目的以外は利用しない。管理責任者
°
子ども生活部子ども家庭支援センター長

利用・提供の 目的又は理由

ひ とり親支援の各種サービスを総合的に調整 し、個々のユーズにあつた適切な相談を行 うため。

利用・提供の法令等の根拠

なし

利用・提供 に係 る個人情報の項 目

1  氏名

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

80

31

主義 。主張 32

38

34

35

86

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

利用施設名

宗 教 通園期間

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 1

12

13

14

15

住 所 趣味 。嗜好 各種資格

性丹可 進路希望 所 見

生年月 日

電 話番 号

意 見 収入状況

財産状況

納税額等

職 業・職歴

本 籍 虹

国籍 学歴 取引状況

各種団体加入 公 的扶助の受給

親族関係 賞罰 各種貸付金

家庭環境等 学籍

住民異動年月 日 保育・幼稚園名 金融機関名

異動 事 由 学童保育クラブ名 口座番号

手当の受給電子 メール ア ドレス 加入健康保険

死 亡 取得医療証 保険給付状況

筆頭者 加入介護保険 各種手数料等

備  考

目的外利用の際、本人等への通知・同意は省略 とします。



(第 5号様式)No2       ,

個 人 情 報    |
目的外利用・外部提供登録票

子 ども生活部子 ども家庭支援セ ンタ
部  課  名

子 ども生活部子 ども家庭支援セ ンタ

ー長
管理責任者

登録年月 日 2020.5.11
町田市子育て支援ネ ッ トワーク

業務の名称

区 分   ■ 目的外利 用   □ 外部提供

利用・提供の期間

通 年

名 称

子ども生活部子ども家庭支援センター

利用・提供の方法
1閲 覧
② 文書による通知、複写

③ コンピュータ処理等 (業 務システム)

l  ④ その他 (日 頭・電話 )

業務の名称

ひ とり親相談

利

用

・
提

供
先 管理責任者   ―

子ども生活部子ども家庭支援セン.タ ー長

利用・提供の条件

利用の目的以外は利用しない。

利 用・提供 の 目的又 は理 由

利用・提供の法令等の根拠

「 ll用 ・提供に係 る個人情報の項 目

48 下水道使用の有無

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

保育・処遇状況 79

80

81

82

88

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

49 上下水道料金 要介護認定審査

50 使用水 量

51 健康状況

52 病歴

処遇・療育内容

相談内容 (所見含む )

53 障がいの状況 教育相談内容

54 容姿 死 亡の原 因

55 医療機関名 医療給付

56 薬局名

57 健診・検査

58 病名

59 妊娠

60 生育歴

61 心身の発達状況

62
行動・′

l生 格

備  考



(第 5号様式 )

個 人 情 報
目的外利用・外部提供登録票

部  課 名
子 ども生活部子 ども家庭支援 セ ンタ

業務の名称

婦人相談

管理責任者
子 ども生活部子 ども家庭支援セ ンタ

ー長

登録年 月 日

利用 。提供の期間

通 年区 分   ■ 目的外利用 □ 外部提供

不可

用

提

供

先

名 称

子ども生活部子ども家庭支援センター

利用・提供の方法

① 閲 覧
② 文書による通知、複写
③ コンピュータ処理等 (業 務システム)

④ その他 (口 頭 )

業務の名称

町田市子育て支援ネットワーク

利用・晃供の条件

利用の目的以外は利用しない。管理責任者

子ども生活都子ども家庭支援センター長

利用・提供の 目的又は理由

婦人相談対応にあた り、家庭の状況を把握 し、適正な支援 を行 うため。

利用・提供の法令等の根拠

児童福祉法第25条 の2第 2号

利用・提供に係る個人情報の項 目 16主 義・主張 32利 用施設名

1 氏名

2住 所

17宗 教 33通 園期間

18趣 味 。嗜好 34各 種資格

3 ′μ生男TJ 19進 路希望 35所 見

4生 年月 日 20意 見

?1職 業・職歴

36収 入状況

5電 話番 号 37財 産状況

6本 籍 22地 位 38納 税額等

39取 引状況7国 籍 23学 歴

8世 帯主 との続柄 24各 種団体加入 40公 的扶助の受給

9親 族 関係 25賞 罰 41各 種貸付金

10家 庭環境等 26学 籍 42住 居の間取 り・図面

11住 民異動年月 日 27イ呆育・幼稚園名 43金 融機関名

12異 動 事 由 28学 童保育クラブ名 44口 座番 号

18電 子 メールア ドレス 29加 入健康保険 45手 当の受給

14死 亡 30取 得医療証 46保 険給付状況

15
筆頭者 31加 入介護保険 47各 種手数料等

備  考

目的外利用の際、本人等への通知 。同意は省略とします。



(第 5号様式 )No2

個 人 情 報
目的外利用・外部提供登録票

子 ども生活部子 ども家庭支援セ ンタ
部 課 名

子 ども生活部子 ども家庭支援セ ンタ

ー長
管理責任者

登録年月 日

業務の名称

婦人相談

区 分   ■ 目的外利用   □ 外部提供

利用・提供 の期 間

通 年

名 称           
´

.子
ども生活部子ども家庭支援センタと

利用・提供の方法
① 閲 覧
② 文書による通知、′複写
③ コンピュータ処理等 (業務システム)

④ その他 (口 頭)

業務の名称

町田市子育て支援ネットワーク

利

用

・
耗

供
先 管理責任者

子ども生活部子ども家庭支援センター長

利用・提供の条件

利用の目的以外は利用しない。

利 用・ 提供 の 目的又 は理 由

利用 i提供の法令等の根拠

利用 ,提供に係 る個人情報の項 目

48下 水道使用の有無

63保 育・処遇状況 79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

64事 故 (1す が)の 状況

49上 下水道料金 65要 介護認定審査

50使 用水 量 66日 常生活動作

51健 康状況 67処 遇・療育内容

52病 歴 68相 談内容 (所見含む )

53障 がい状況 69教 育相談内容

70死 亡の原因 ツ54容 姿

55医 療機関名 71医 療給付

56薬 局名 72

73

74

75

76

77

78

57健 診・検査

58病 名

59妊 娠

60生 育歴

61心 身 の発 達状況

62行 動・性格

目的外利用の際、本人等への通知 。同意は省略とします。

備  考



(第 5号様式 )

個 人 情 報
目的外利用 と外部提供登録票

部 課 名
子 ども生活部子 ども家庭支援セ ンタ

業務の名称

町田市子育て支援ネ ッ トワーク

管理責任者
子 ども生活部子 ども家庭支援セ ンタ

ー長

登録年月 日 2020.5,11

利 用 :提供 の期 間

通 年区 分   ■ 目的外利用 □ 外部提供

不可

用

提

供

先

名 称

子ども生活部子ども家庭支援センタと
利用・提供の方法

1閲  覧
② 文書による通知、複写
⑥ コンピュニタ処理等 (業 務システム)

④ その他 (口 頭・電話)

業務の名称

婦人相談

利用 。提供の条件

利用の目的以外は利用しない。管理責任者

子ども生活部子ども家庭支援センター長

利用・提供の 目的又は理 由

各種サービスを総合的に調整 し、個々のニーズにあつた適切な相談を行 うため。

利用 。提供の法令等の根拠

なし

利 用

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 1

12

13

14

15

提供に係 る個人情報の項 目

氏名

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

主義 。主 張 32

38

34

35

86

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

利用施設名

宗教 通園期間

各種資格住 所 趣味・嗜好

性男可 進 路希望 所 見

生年月 日 意 見 収入状況

財産状況電話番号 職業・職歴

本 籍 地位 納税額等

取引状況国籍

世帯主 との続柄 各種団体加入 公的扶助の受給

親族関係 賞罰

学籍

各種貸付金

家庭環境等 住民の間取 り 。図面

住民異動年月 日 保育・幼稚園名 金融機関名

異動事 由 学童保育クラブ名 口座番 号

―ル ア レ ス 加入健康保険 手 当の受給

死 亡 取得 医療証 保険給付状況

筆頭者 加入介護保険 各種手数料等

備  考

目的外利用の際、本人等への通知・同意は省略とします。



(第 5号様式)No2

個 人 情 報
目的外利用・外部提供登録票

子 ども生活部子 ども家庭支援セ ンタ
部 課 名

子 ども生活部子 ども家庭支援セ ンタ

ー長
管理責任者

登録年 月 日 2020.5,11
町田市子育て支援ネ ッ トワーク

業務の名称

■ 目的外利用   画 外部提供区  分

利 用 ,提供 の期 間

通 年

名 称

子ども生活部子ども家庭支援センター

利用・提供の方法
1閲 覧
② 文書による通知、複写
③ コンピュータ処理等 (業務システム)

④ その他 (白 頭・電話 )

業務の名称

婦人相談

利
用

・
提
供
先 管理責任者

子ども生活部子ども家庭支援センター長

利用 。提供の条件

利用の目的以外は利用しない。

利用・提供の 目的又は理由

利用・提供の法令等の根拠

用・提供に係 る個人情報の項 目 63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

保育・処遇状況 79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

48 下水道使 用の有無 事故 (け が)の 状況

49

50

51

52

53

54

55

上下水道料金

使用水量

健康状況

日常生活動作

処遇・療育内容

病 歴 相談内容 (所見含む )

障がいの状況

容 姿 の

医療機関名 医療給付

56

57

58

59

60

61

62

薬局名

健診・検査

病 名

妊 娠

生育歴

心身の発達状況

行動・性格



(第 5号様式)2

個 人 情 報
目的外利用・ 外部提供登録票

部 課 名 子ども生活部子ども家庭支援センター

業務の名称

町田市子育て支援ネ ッ トワーク

管理責任者 子ども生活部子ども家庭支援センター長

登録年月 日 2001.6.112006.3.132018,1,15変 更

利用 。提供の期間

随 時区 分   
´
□ 目的外利用   ■ 外部提供

不可

用

提

供

先

名 称

警視庁 。警察署

利用・提供の方法
1閲 覧     ′

② 文書による通知、複写
与 ③ ヨンピュータ処理等 (電子メール )

④ その他 (口 頭)

業務の名称

相談・保護

利用・提供の条件

提供 目的以外 には使用 しない。管理責任者

警視庁生活安全部少年育成課長 !警察署長

利用・提供の 目的又は理由

」運達切窪望圭案

件 (疑 いを含む)に 的確な対応 を図るためも

利用・提供の法令等の根拠

児童福祉法第 25条の 2第 2号

千11用 ・提供に係 る個人情報の項 目

1  氏名

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

利 用施設名 32

33

34

35

86

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

病歴 ´

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 1

12

13

14

15

住所

性月可

取得医療証

保育・幼稚園名

障がいの状況

容姿

学童保育クラブ名 生育歴

生年 月 日 学籍 医療機関名

健診 。検査

行動・ Jl生 格

電話番号

本籍

収入状況

財 産状況

国籍 公 的扶助 の受給

'医療給付

主義・ 主張

処遇・療育内容

世帯主との続柄 相談内容 (所 見含む )

親族関係 病 名

家庭環境等 宗 教 妊 娠

住民異動年月 日 趣味・嗜好 心身の発達状況

異動事 由 28 教育相談内容

職業・職歴 29-き 晃

各種団体加入 30

31

各種資格

健康状況加入健康保険

備  考

外部提供の際、本人等への通知・ 同意は省略 とします。



(第 6号様式)

個人情報コンピュータ処理等登録票
子 ども生活部子 ども家庭支援セ

ンター部 課 名

子 ども生活部子 ども家庭支援セ

ンタ∵長
管理責任者

業務の名称
ヨ丁田市子育て支援ネットワーク

登録年月 日

システムの名称

電子メエアレ

コンピュータ処理等の目的

警視庁令の情報提供にあたり、当該行為を迅速かつ正確に行 う必要があるため

コンピュータ処理等の条件

添付ファイルにはパスワー ドによる保護を行 う
パスワー ドを設定し操作者を限定する

業務上必要のない項目は収集 しない

コンピュータ処理等をする

個人情報の項目

1 氏名

12学籍 24

13収入状況 25

2 住所 14公的扶助の受給 26

３

４

５

６

７

′

８

９

J性男町 15主義・主張 27

生年月 日 16宗教 28

電話番号 17趣味・嗜好 29

世帯主との統柄 18健康状況 30

親族関係 19容姿 31

家庭環境等 20相談内容 (所見含む) 32

住民異動年月 日 21妊娠 33

10異動事由 22医療給付 34

11保育・幼稚園名 35

備 考



コ

(第 1号様式 1)

個人情報業務登録票 都 課 名 子 ども生活都子ども家庭支援センター

1業務の名称

ひとり親家庭等子どもの生活・学習支援事業
管理責任者 子ども生活部子ども家庭支援センター長

登録年月 日 2017.5.15 2022.3.14変 更

収 集 の 時 期  □ 定期  ■ 随時 収集の方法  ■ 本人等  □ 本人等以外  ■ 目的外利用

記録廃棄の時期 受講後最長11年 ◆ 他の業務からの収集 (目 的外利用)

業務廃止の時期 部  課  名 業 務 の 名 称

業務の目的

ひとり親家庭等の子どもに対し、学習支援

を通 じて、基礎学力の定着、自学の促進、家

庭環境の改善を図り、かつ、幅広ヤ`社会性の

定着を促す。あわせて、保護者に対 して適切

な支援を行 うδ

市民都市民課及び各 市民セ

ンター
l主 民基本台帳

と也域福祉部生活援護課
生活保護、生活困窮世帯等子 どもの学

習支援事業

子ども生活部子 ども総務口果児童扶養手当

学校教育部学務課 抗学

凄ゼ9多こ部子ども奮F支 町田市子育て支援ネ ッ トワーク

対象 となる個人の範囲

1学習支援事業受講者

2学習支援事業受講希望者

3事業対象 となることが見込まれる者

4 1～ 3の保護者

◆ 他機関等からの収集 (本人等以外収集 )

機 関 名 等 業務の名称又は収集内容

本人等⌒の明示の方法

申請書に記載

記録の保管方法

①文書、電子媒体

②キャビネット

保管上の留意点
。キャビネットに施錠

備  考 本人等以外収集の根拠

□法令  □緊急 □公知  □その他



(第 1号様式 2)        .
業務の名称 ひとり親家庭等子どもの生活・学習支援事業 部 課 名 子ども家庭支援センター

個

人

情

報
　
　
　
記
　
・
　

録

項

目

の

(1)基本的項 目 (2)思想・信条等に関する項目

① 氏名
2個人番号
③ 住所     '
④ 性別

⑤ 生年月日

⑥ 電話番号
7本籍
⑥ 国籍
⑨ 世帯主との続柄
⑩ 親族関係

① 家庭環境等
⑫ 相談内容
③ 電子メールアドレス

⑭ 住民異動年月日
15

☆収集の目的

③は外国籍又は外国に

ルーツがある子 どもに
ついて、適切な配慮を

行うため。⑨及び①は、

曼講希望者及びその同

唇の保護者につき受講

蚤格要件の審査をする

ため収集。

1

2

3

4

⑤
③
7

8

9

10

11

12

13

14

15

主義・主張

支持政党

宗教

趣味・嗜好

動機

進路希望

☆収集の目的

(3)社会的地位等に関する項 目 (4)成績・資格等に関する項目

④ 職業・職歴
2

3

4
5

③
7

8

9

10

11

12

13

14

15

地位

学歴

各種団体力日入

賞罰

学籍

☆収集の目的

0は 同居の保護者から

収集。

③ 学業成績

2

③

4
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

勤務成績

各種試験成績

各種資格

☆収集の目的

受講者の学習支援事業

を通 じた 目標 を立て る

ため収集。

(5)財産 。収入に関する項 目 (6)心身等に関する項目

1

2

3

4

9
6

Э
8

9

③
11

12

13

14

15

収入状況

財産状況

納税額等

取引状況 ´
公的扶助の受給

各種貸付金

住居の間取 り ,図面

金融機関名

口座番号

手当の受給

☆収集の目的

Э、⑩は受講希望者及
びその同居の保護者に
つき受講資格要件の審
査をするため収集。

③
②
③

④
③
③

Э
Э

9
③
Э
②
9
14

15

健康状況

病歴  ―

障がいの状況

容姿

性格

生育歴

行動・性格   ;
処遇・療育内容

相談内容 (所見含む)

病名  I
心身の発達状況

教育相談内容

日常生活動作

☆収集の目的



(第 1号様式 1)

個人情報業務登録票 部 課 名 子ども
｀
生活部子ども家庭支援センター

業務の名称

ひとり親相談
管理責任者 子ども生活部子ども家庭支援センター長

登録年月 日 2020.5,11

収 集 の 時 期  □ 定期  ■ 随時 収集の方法  ■ 本人等  日 本人等以外  ■ 目的外利用

記録廃棄の時期  最終処遇から5年 ◆ 他の業務からの収集 (目 的外利用)

業務廃上の時期 部  課  名 業 務 の 名 称

業務の目的

ひとり親家庭の福祉に関する相談、および即

婚前相談

市民都市民課及び各市民セ

ンター
住民基本台帳

奪務部市民税課 市・都民税賦課

咀域福祉部生活援護課 生活保護、生活困窮者自立支援

「也域福祉部障がい福祉課

身体障がい児・者記録管理、知的障が

い児・者記録管理、精神障害者保健福

祉手帳

いきい き生活部高齢者福祉

採    i 高齢者在宅サー ビス

対象となる個人の範囲

Эひとり親家庭の父または母およびその児

童

②ひとり親世帯となる準備をしている方

レ`きいき生活部保険年金課
国民健康保険 被保険者資格、

国民健康保険 医療給付

いきいき生活部介護保険課
介護保険被保険者管理、

介護保険給付管理

◆ 他機関等からの収集 !(本人等以外収集 )

機 関 名 等 業務の名称又は収集内容

市区町村 ひとり親相談、婦人相談、児童相談

本人等への明示の方法

口頭・文書

帰人相談所、配偶者暴力相談

とアンター
帰人相談

児童相談所 児童相談

記録の保管方法

①文書・電子媒体

②キャビネット・書庫

l呆健所・保健福祉セ ンター 保健相談、指導

′ム`共職業安定所 職業相談

仕会福祉協議会 処遇

保管上の留意点

キャビネット・書庫に施錠

訪問看護ステーシ ョン 医療

医療機関 医療

弁護士 法律相談

備 考

本人等以外からの収集の際の通知は省略 と

します

本人等以外収集の根拠

■法令  □緊急  回公知  ■その他

蹂子及び父子並びに寡婦福祉法第 3条の 2、 第 8条、第 9条

相談内容の事実確認、および対象者の利便のため



(第 1号様式 1)

個人情報業務登録票 No 2 部 課 名 子ども生活部子ども家庭支援センター

業務の名称

ひ とり親相談
管理責任者 子 ども生活部子ども家庭支援センター長

登録年月 日 2020.5.11

収 集 の 日寺期  □ 定期  ■ 随時 収集の方法  口 本人等  ■ 本人等以外  ■ 目的外利用

記録廃棄の時期 ◆ 他の業務からの収集 (目 的外利用)

業務廃上の時期 部  課  名 業 務 の 名 称

業務の目的
l呆健所保健予 F方 課 l呆 健相談(指導

子ども生活部子 ども総務
―
課

児童手当、児童育成手当、児童扶養手

当、ひ とり親家庭等医療費助成、乳幼

児医療費助成、義務教育就学児医療費

助成、児童手当 (2012年 創設 )、 高校

生等医療費助成

子 ども生i活 部保 育・幼稚 園

課

l呆 育給付に係 る支給認定および保育
田
)〒 等入所

子ども生活都児童青少年課 羊童保育

対象となる個人の範囲 子ども生活部子 ども発達支

暖課
療育・相談

子ども生活部子 ども家庭支

陵センター

帰人相談、ひ とり親総合相談会、町田

市子育て支援ネ ッ トワーク

学校教育部学務課 就学

学校教育部教育センター 教育相談、障がい児就学相談

町田市立小学校 生活指導

町田市立中学校 生活指導

市民病院事務部医事課 医療

本人等入の明示の方法 ◆ 他機関等からの収集 (本人等以外収集 )

機 関 名 等 業務の名称又は収集内容

母子生活支援施設、児童養護

施設、乳児院等  ヽ 施設処遇

記録の保管方法
l呆育園、幼稚園 l呆育、幼児教育

保管上の留意点

備 考 本人等以外収集の根拠

□法令  □緊急 □公知  □その他



(第 1号様式 2)

業務の名称 ひとり親相談 部 課 名 子ども生活部子ども家庭支援センター

個

人

情

報
　
　
　
記
　
　
・　
録

の

項

目

(1)基本的項 目 (2)思想・信条等に関する項目

③ 氏名
2個人番号   .
③ 住所     ,
④ 性別    ′

Э 生年月日

③ 電話番号

Э 本籍
③ 国籍
Э 世帯主との続柄

③ 親族関係

Э 家庭環境等 ―

9住民異動年月日

④ 異動事由

② 住民記録システム注意情報
Э 電子メ▼ルアドレス

の 死亡  十

⑫ 筆頭者
☆収集σ)目 的

⑪はDV情報含む

Э 主義・主張
2支持政党

Э 宗教

④ 趣味・嗜好

Э

③
7

8

9

10

11

12

13

14

15

進路希望

意見

☆収集の目的

(3)社会的地位等に関する項 目 (4)成績・資格等に関する項 目

① 職業・職歴

② 地位     i
③ 学歴

④ 各種団体力日入

⑤ 賞罰

③ 学籍
⑦ 保育・幼稚園名
③ 学童保育クラブ名
③ 力H入健康保険

③ 取得医療証

③ カロ入介護保険

⑫ 不可用施設名
④ 通園期間
14        .

15

☆収集の目的 1

2

3

④
③
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

学業成績

勤務成績

各種試験成績

各種資格

所見

☆収集の目的

(5)財産・収入に関する項 目 (6)心身等に関する項目

③ 収入状況

② 財産状況
③ 納税額等

④ 取引状況

③ 公的扶助の受給
③ 各種貸付金  ｀

⑦ 住居の間取り。図面

③ 金融機関名
③ 口座番号
⑩ 手当の受給

③ 保険給付状況

⑫ 各種手数料等
③ 下水道使用の有無

⑭ 上下水道料金

⑮ 使用水量

☆収集の目的 ③ 健康状況

② 病歴 |     、
③ 障がいの状況

④ 容姿
③ 医療機関名

③ 薬局名

⑦ 健診・検査

③ 病名

③ 妊娠

⑩ 生育歴
1

③ 心身の発達状況

⑫ 行動・Jl生格
③ 保育・処遇状況

⑭ 事故 (けが)の状況
⑮ 要介護認定審査

④ 日常生活動作

☆収集の目的

処遇・療育内容⑦

③
⑩
④

④

相談内容 (所見含む)

教育相談内容

死亡の原因

医療給付   |



(第 1号様式 1)

個人情報業務登録票 部 課 名 子ども生活部子ども家庭支援センター

業務の名称

婦人相談
管理責任者 子ども生活部子 ども家庭支援センター長

>ュ(録年月 日 2020.5,11

収 集 の 時 期  固 定期  ■ 随時 収集の方法  ■ 本人等  ■ 本人等以外  ■ 目的外利用

記録廃葉の時期  最終処遇から5年 ◆ 他の業務からの収集 (目 的外利用)

業務廃上の時期 部  課  名 業 務 の 名 称

業務の目的
・売春防止法第 35条第 3項の規定による要

保護女子の発見、相談および指導等
・配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

等に関す る法律第 4条の規定による被害

者の相談、指導、ならびに第 8条の 3の規

定による被害者保護の自立支援

市民都市民課及び各市民セン

ター
住民基本台帳

財務部市民税課 市・都民税賦課

市民部市民協働推進課 脳み事相談

と也域福祉部生活援護課 生活保護、生活困窮者 自立支援

「也域生活部障がい福祉課

身体障がい児・者記録管理、知的障

がい児・者記録管理、精神障害者保

健福祉手帳

対象となる個人の範囲

③売春防止法第 3′ 5条第 3項の規定による

要保護女子

②配偶者等による暴力の被害者またはこれ

に準ずる事情にある者、および養育児童がし`

る場合はその児童

いきいき生活都高齢者福祉課 高齢者在宅サー ビ不

いきいき生活部保険年金課
国民健康保険 被保険者資格、

国民健康保険 医療給付

いきいき生活部介護保険課
介護保険被保険者管理、

介護保険給付管理

l呆健所保健 予防課
l呆 健相談、指導、妊産婦・乳幼児健

診及び相談支援

子ども生活部子 ども総務課

児童手当、児童育成手当、児童扶養

手当、ひ とり親家庭等医療費助成、

乳幼児医療費助成、義務教育就学児

医療費助成、児童手当 (2012年創設 )

高校生等医療費助成

◆ 他機関等からの収集 (本人等以外収集 )

機 関 名 等 業務の名称又は収集内容

本人等今の明示の方法

口頭 。文書
市区町村 帰人相談

陵査機関 相談、保護依頼、捜査・拘留

帰人相談
記録の保管方法

Э文書・電子媒体

②キャビネット・書庫

帰人相談所(配偶者暴力相談セ

ンター     ,

児童相談所 児童相談

保管上の留意点
。キャビネット・書庫に施錠

l呆健所 。保健福祉センタ▼ l呆健相談、指導

′ム`共職業安定所 職業相談

備 考

本人等以外からの収集の際の通知は省略 と

しまサ
‐                 ・

本人等以外収集の根拠

■法令  ■緊急  回公知  ■その他

母子及び父子並びに寡婦福祉法第 3条の 2、 第 8条、第 9条
売春防止法第 35条第 3項           .
吼偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第 4条、第

8条の 3、 第 9条
ス トーカー行為等の規制に関する法律第 10条
紺象者の利便、申請事実の確認、安全確保のため



(第 1号様式 1)

個人情報業務登録票 No 2 部 課 名 子 ども生活部子ども家庭支援センター

業務の名称

婦人相談
管理責任者 子 ども生活部子ども家庭支援センター長

登録年月 日

収 集 の 時 期  固 定期  □ 随時 収集の方法  □ 本人等  □ 本人等以外  □ 目的外利用

記録廃棄の時期 ◆ 他の業務からの収集 (目 的外利用)

業務廃止分時期 部  課  名 業 務 の 名 称

業務の目的 子ども生活部保育・幼稚園

梨

保育給付 に係 る支給認定お よび保育

所等入所           .

子ども生活部児童青少年課 学童保育

子 ども生活部子 ども発達支

援課

子 ども生活部子 ども家庭支

援セ ンター

療育 。相談

ひ とり親相談、町田市子育て支援ネ ッ

トワーク

学校教育部学務課 就 学

対象となる個人の範囲 学校教育部教育センター 教育相談、障がい児就学相談

町田市立小学校 生活指導

町田市立中学校 生活指導

市民病院事務部医事課 医 療

◆ 他機関等からの収集 (本人等以外収集 )

本人等への明示の方法
機 関 名 等 業務の名称又は収集内容

医療機関、訪問看護ステーシ

ョ ン
医療

母子生活支援施設、児童養護

施設、乳児院等
処 遇

記録の保管方法 生活保護施設 処遇

高齢者サービス事業所 処 遇

障がい者サービス事業所 処遇

弁護士 法律相談

保管上の留意点
保育園、幼稚園 保育、幼児教育

社会福祉協議会 処遇

備  考 本人等以外収集の根拠
□法令  □緊急 □公知  □その他



(第 1号様式 2)

業務の名称 婦人相談 部 課 鶉 子ども生活部子ども家庭支援センター

個

人

情

報́

記

録

の

項

目

(1)基本的項 目 (2)思想・信条等に関する項 目

① 氏名  )
2個人香号
③ 住所
④ 性別

⑤ 生年月日      :
③ 電話番号      .
⑦ 本籍
③ 国籍
③ 世帯主との続柄

⑩ 親族関係

③ 家庭環境等

⑫ 住民異動年月日

③ 異動事由

⑭ 住民記録システム注意情報

④ 電子メールアドレス

⑩ 死亡

9筆頭者
☆収集の目的

ЭはDV情報含む

Э 主義・主張
2支持政党

Э
④
Э
③
7

8

9

10

11

12

13

14

15

宗教

趣味・嗜好

進路希望

意見

☆収集の目的

(3)社会的地位等に関する項目 (4)成績・資格等に関する項目

④ 職業・職歴

② 地位
③ 学歴

④ 各種団体加入

③ 賞罰  ヽ

③ 学籍
⑦ 保育・幼稚園名
③ 学童保育クラブ名

③ 力日入健康保険

④ 取得医療証

③ 力日入介護保険

⑫ 利用施設名 .

④ 通園期間
14       ~
15

☆収集の 目的 1学業成績
2勤務成績
3各種試験成績

④ 各種資格

Э 所見
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15          :

☆収集の目的

(5)財産・収入に関する項 目 (6)心身等に関する項 目

③ 収入状況

② 財産状況

③ 納税額等  ′
④ 取引状況

⑤ 公的扶助の受給

③ 各種貸付金

⑦ 住居の間取りi図面

③ 金融機関名

⑨ 口座番号

⑩ 手当の受給
③ 保険給付状況  

―

⑫ 各種手数料等
⑬ 下水道使用の有無

⑭ 上下水道料金

⑮ 使用水量

☆収集の目的 Э 健康状況

② 病歴

③ 障がいの状況

④ 容姿    |
9医療機関名

③ 薬局名

Э 健診 ,検査

③ 病名 f
9妊娠

③ 生育歴

③ 心身の発達状況

⑫ 行動・サ
l生格

③ 保育・処遇状況

② 事故.(けが)の状況

③ 要介護認定審査

④ 日常生活動作

9
④
Э

Э

Э

☆収集の目的

処遇・療育内容

相談内容 (所見含む)

教育相談内容

死亡の原因

医療給付



(第 12号様式)

個人情報外部委託等登録票
部 課 名

子 ども生活部子 ども家庭支援センタ

管理責任者
子 ども生活部子 ども家庭支援センタ

ー長

業務の名称

育児支援ヘルパー事業
登録年月 日

委託等の条件 ① 秘密の保持

② 第二者への提供の禁止

③! 指示目的以外の使用の禁止

④ 事故発生時の報告

⑤ 再委託の禁止

⑥ イ(笈 写及び複製の禁止

名称及び所在地

育児支援ヘルパー事業委託事業者
指

定

管

理

者

委

託

先

又

は
代 表 者 代表者

管理責任者 代表者

委託等の内容

出産後及び多胎児で育児が困難な家庭に対 し、ヘルパー派遣をする。 ⑦ 情報の管理方法の指定

③ 職員による立入り調査
委託等の理由

経験と専門性が必要なため

委託等の期間

通年

委託等に係る保有個人情報の項 目  12健 康状況 24

1 氏名 13妊 娠 25

2 住所 14 心身の発達状況 26

3  ′l生男子! 15 医療機関名 27

4 生年月 日 16 28

5 電話番号 17 29

6 世帯主 との続柄 18 30

７

　

　

８

　

　

９

親族関係 19 31

家庭環境等 20 32

保育・幼稚園名 21 38

10学籍 22 34

11趣 味・嗜好 23シ 35

備  考



〈参考〉

児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号 )

第二十五条の二 地方公共団体は、単独で又は共同して、要保護児童 (第二十一条第四項に

規定する延長者及び第二十三条第十項に規定する保護延長者を含む。次項において同じЬ)

の適切な保護又は要支援児童若 しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、関係機関、関係

団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者 (以下「関係機関等」とい

う。)に より構成される要保護児童対策地域協議会 (以下「協議会Jと いう。)を置くように

努めなければならないも

② 協議会は、要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦 (以 下この項及

び第五項において「支援対象児童等Jと いう。)に関する情報その他要保護児童の適切な保

護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報の交換を行 う

とともに、支援対象児童等に対する支援の内容に関する協議を行うものとする。

第二十五条 (π)三 協議会は、前条第二項に規定する情報の交換及び協議を行 うたあ必要

があると認めるときは、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必

要な協力を求めることができる。

② 関係機関等は、前項の規定に基づき、協議会から資料又は情報の提供、意見の開陳

その他必要な協力の求めがあつた場合には、これに応ずるよう努めなければならない。

児童虐待の防止等に関する法律 (平成十二年法律第人十二号)

(資料又は情報の提供 )

第十三条の四 地方公共団体の機関及び病院(診療所、児童福祉施設、学校その他児童の

医療、福祉又は教育に関係する機関 (地方公共団体の機関を除く。)並びに医師、歯科医

師、保健師、助産師、看護師、児童福祉施設の職員、学校の教職員その他児童の医療、福

祉又は教育に関連する職務に従事する者は、市町村長、都道府県の設置する福祉事務所の

長又は児童相談所長から児童虐待に係る児童又はその保護者の心身の状況、これらの者の

置かれている環境その他児童虐待の防止等に係る当該児童、その保護者その他の関係者に

関する資料又は情報の提供を求められたときは、当該資料又は情報にっいて、当該市町村

長、都道府県の設置する福祉事務所の長又は児童相談所長が児童虐待の防止等に関する事

務又は業務の遂行に必要な限度で利用 し、かつ、利用することに相当の理由があるとき

は、これを提供することができる。ただし、当該資料又は情報を提供することによつて、

当該資料又は情報に係る児童、その保護者その他の関係者又は第二者の権利利益を不当に

侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。




